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現
状
と
課
題

　
本
市
の
財
政
状
況
は
、
人
口
減
少
や
少
子

高
齢
化
の
進
行
に
よ
る
社
会
構
造
の
変
化
か

ら
、
市
税
な
ど
の
歳
入
は
大
幅
な
増
加
が
見

込
め
な
い
一
方
で
、
医
療
・
福
祉
費
な
ど
の

社
会
保
障
関
連
費
が
増
加
し
て
い
る
厳
し
い

状
況
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
行
政
運
営
に
必

要
な
職
員
の
大
幅
な
増
員
も
難
し
く
、
人

的
・
財
政
的
な
資
源
の
制
約
が
続
い
て
い
ま

す
。

　

こ
う
し
た
現
状
に
加
え「
社
会
の
多
様
化

に
伴
う
新
た
な
行
政
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
」「
老

朽
化
し
た
道
路
や
公
共
施
設
な
ど
の
イ
ン
フ

未
来
未
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つ
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げ
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に
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改
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市
民
の
思
い
や
願
い
が
実
現
さ
れ
る
、

確
か
な
行
政
運
営
基
盤
を
備
え
た

ま
ち
を
目
指
し
て
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市
の
将
来
都
市
像「
誰
も
が
笑
顔
で
暮

ら
せ
る
、愛
す
べ
き
ふ
る
さ
と
小
田
原
」

を
実
現
す
る
た
め
に
は「
行
政
の
力
」を

十
分
に
発
揮
す
る
体
制
を
構
築
し
、
将

来
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な
行
政
運
営

を
実
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

今
回
は
、市
の
現
状
と
課
題
を
踏
ま
え
、

今
年
度
内
に
取
り
組
む
主
な
行
政
改
革

の
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

行政
改革

現状
・
課題

税収・職員数の大幅増は困難
+

新たな行政ニーズへの対応

優先順位付けによる事業の見直し

事務の効率化による事業費・事業に係る人件費の削減

多様な主体との連携

インフラ・公共施設の老朽化

社会保障関連費の増加

など

など

ラ
整
備
」な
ど
、
多
く
の
課
題
が
山
積
し
て

い
ま
す
。

行
政
改
革
の
必
要
性

　
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
本
市
で
は
現
行
の

第
3
次
小
田
原
市
行
政
改
革
実
行
計
画
に
基

づ
き
、「
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
事
務
の

効
率
化
と
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
」に
よ
る
経
費

削
減
や
人
的
余
力
の
捻
出
、「
ふ
る
さ
と
納
税

の
積
極
的
な
活
用
」に
よ
る
新
た
な
歳
入
の

確
保
、「
市
有
施
設
の
省
エ
ネ
・
再
エ
ネ
設
備

の
導
入
」に
よ
る
経
費
削
減
や
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
量
削
減
な
ど
の
取
り
組
み
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
将
来
に
わ
た
る
持
続
可

能
な
行
政
運
営
体
制
を
構
築
す
る
た
め
に

は
、
さ
ら
な
る
行
政
改
革
の
推
進
が
必
要
で

す
。
具
体
的
に
は「
厳
格
な
優
先
順
位
付
け

に
よ
る
事
業
の
見
直
し
」「
事
務
効
率
化
に
よ

る
事
業
費
・
事
業
に
係
る
人
件
費
の
削
減
」

「
事
業
者
、
市
民
団
体
な
ど
の
多
様
な
主
体

と
の
連
携
」を
進
め
、
人
的
・
財
政
的
な
資

源
の
余
力
を
生
み
出
す
取
り
組
み
を
行
い
ま

す
。

　
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
税
金
で
賄
わ
れ
る

も
の
と
、
利
用
者
に
直
接
負
担
い
た
だ
く
も

の
が
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
性
質
に
よ
っ
て

負
担
の
考
え
方
が
異
な
り
ま
す
。
市
で
は
、

特
定
の
者
の
た
め
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス

（
例:

公
共
施
設
の
使
用
料
や
手
数
料
）に
つ

い
て
、
利
用
者
と
未
利
用
者
と
の
間
に
不
公

平
が
生
じ
な
い
よ
う「
受
益
者
負
担
の
在
り

方
に
関
す
る
基
本
方
針
」を
平
成
30
年
4
月

に
策
定
し
、
受
益
者
負
担
の
適
正
化
に
努
め

て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
市
の
使
用
料
・
手
数
料

の
中
に
は
、
長
期
間
見
直
さ
れ
て
い
な
い
も

の
や
社
会
・
経
済
状
況
の
変
化
、
利
用
実
態

に
合
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

見
直
し
を
図
り
ま
す
。

受
益
者
負
担
の

適
正
化

03 
　

今
年
度
ス
タ
ー
ト
し
た「
第
7
次
小
田
原

市
総
合
計
画
」と
連
動
し
た
行
政
改
革
を
推

進
す
る
た
め
に
、
現
行
の「
第
3
次
小
田
原

市
行
政
改
革
実
行
計
画
」の
内
容
を
次
の
視

点
か
ら
見
直
し
ま
す
。

•

歳
出
抑
制
お
よ
び
歳
入
増
加
策

•

多
様
な
主
体
と
の
連
携

•

資
産
の
有
効
活
用

•

全
庁
的
な
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

　

具
体
的
に
見
直
す
内
容
に
つ
い
て
は
、
学

識
経
験
者
や
民
間
企
業
、
市
民
公
募
委
員

な
ど
で
構
成
さ
れ
る
行
政
改
革
推
進
委
員
会

を
設
置
し
、
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

第
3
次
行
政
改
革

実
行
計
画
の
見
直
し

01 
　
各
所
管
に
お
け
る
人
的
・
財
政
的
な
余
力

の
確
保
を
目
的
と
し
て
、
全
庁
的
な
事
務
事

業
の
総
点
検
を
実
施
し
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
市
が
実
施
し
て
い
る
全
て

の
事
業（
約
８
３
０
件
）を
対
象
に
、
次
の
視

点
な
ど
に
基
づ
き
見
直
し
を
行
い
、
事
務
の

効
率
化
を
促
し
、費
用
削
減
を
目
指
し
ま
す
。

•

市
が
担
う
べ
き
妥
当
性
、
公
平
性

•
 

市
民
が
求
め
る
社
会
の
変
化
に
合
わ
せ
た

対
応

•

効
率
性
や
生
産
性
・
費
用
対
効
果

•

他
事
業
と
の
重
複
　
な
ど

全
庁
的
な

事
務
事
業
の
見
直
し

02 令
和
７
年
度
は　

つ
の
取
り
組
み
を
中
心
に
進
め
ま
す
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